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連邦準備制度成立の 社会経済的背景 

James  Llvlneston, O Ⅰ i ど Ⅰ   れタくダ T 乃 e Fg 召イ e れは Ⅰ R ピタピ Ⅰ ve  S ノ タ % 仰 ， 

Press, 1986, を中心とした 一 覚書 - 一一 

欄 井 敏 朗 

1  はじめに 

アンドゥルー・ジャクソン 大統領による 第 2 合衆国 

銀行の特許更新拒否 (1832 年，実際の廃止 - は 1836 年 ) 

から 1913 年末の連邦準備法の 制定まで， アメリカ今泉 

国ア 中央銀行制度の 設置が実現しなかったのはどうし 

てであ ったか。 それにもかかわらず・ 中央銀行制度設 

置を求める要求が 20 世紀はじめになってアメリカで 沸 

臆 したのはどうしてであ ったか． 一 この問題は ， ィ 

ギリスを追って 産業化を達成した 話 他の資本主義各国 

( 例えばフランス ， ドイツ． 日本なと， ) が ， いずれも 

産業化の開始と 殆ど同時に中央銀行制度の 設置を実現 

した事実を想起するとき ， きわめて興味ぶかい 事柄で 

あ り。 アメリカ資本主義の 歴史的特色を 解明する上で 

見逃すことの 出来ない大切な 問題だといえる． 筆者も 

これまでこの 問題について 若干論及したことがあ る '   . 

ここでは - ジ エ イムズ・リビンバストンの 近年の意欲 

的研究 fJamesLiVingslon, O パ 97% げ fheRede 川 /R 什 

， er 。 ，ピ S ソ ， fe 用， Mo,, 。 ) し C 、 Z は ss ㎝ み C0 ゆ 0 れはと ダ c:a タ /fd//, ガ， ， 

J8 アトⅠ 9J3, CorneIl Un 而 er ㎡ tV Press, Ith は ca 、 N. Y. 

1986) を正面から取り 上げ，上記の 問題に関する 著者 

リビンバストンの 見解を整理，しながら ， これを中心に ， 

19 世紀 -20 世紀 文の アメリカ資本主義の 構造的特色を 

明らかにしてみたいと 考えた． 

ところで連邦準備制度の 成立に関する 歴史研究は， 

ここで紹介する J . リビンバストンの 著作に限られた 

ものではない． 近年のものに 限ってみても ， ロバー 

ト・ C . ウェストの著作 (RobertCraigW,est, B,,,, 々 - 

/,ng R が。 川 ， 僻 ㎡ rh ダムダル用 7 Reser 。 ・ e, J86 。 モ J923, 

Cornell Un 血 ersity  ， Press, Ilhaca, N. Y. 1974@  や， り 

チャード・ H  ,  ティンバーレイク ， J,. の著作 

(Richa,d  H  . Timbe,lake, J,.,  T ル Origi,,,  げ C レ ，， fr"/ 

Bd,,Ai,, ど肋訪 ， L/"i 「， d  寵 ㎡㏄． Ha, 。 ， ",d  Uni"e,sity 

P,es,, Camb,idg, Mass. 1978@  など，すぐれた 研究が 

あ る． 

ウェストの研究は ，連邦準備制度の 成立を ， 主とし 

て発券制度の 改革の面から 理論的かつ政策的に 取扱っ 

た研究であ った．連邦準備制度の 成立を促した 基本的 

動因が，南北戦争，再建 期 に確立された 貨幣，信用制度 

における二元的通貨供給上の 間 題点 ，すなわち，政府 

紙幣，緑青紙幣 (greenbacks) と ，銀行券，国法銀行券 

(National Bank notes) の両方に見られる 発行の非弾 

力性の克服にあ ったことを明らかにした． 

この際ウェストが 克明に 跡 づけたのは， 連邦準備制 

度の成立を導き 出した改革のための 基本理念がく real 

b Ⅲ doct,ine 二であ ったことの論証であ った． 

ここで く re ㎡ b Ⅲ doctrine 下 とは・改めて 述べるま 

でもないが。 19 世紀の初めイギリスで 起こった「通貨 

論争」で通貨学派によって 葬り去られた 銀行学派の考 

え方の系論であ った．すなわち ，通貨の供給は 政策の 

窓 意 によって決定されるべきものでもないし 同時に 

通貨当局の保有する 貴金属貨幣に 結びつけられるべき 

ものでもない． それは国民経済の 動向に応、 じて弾力的 

に 供給さるべきものであ るという考え 方であ った． そ 

のためには政府紙幣は 不適切であ るし，銀行券の 発行 

によるのが最善の 方策であ るが，国債のみを 保証準備 

とした国法銀行券もこの 要求に応えることが 出来ない   

それはたしかに 銀行券の統 - - 件と安定性を 確保した点 
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で 「戦双期」の 州法銀行券よりも 遥かにすぐれては ウェストおよびティンバーレイク ， ． Tr. の研究が ，   
いた・ しかしそれは ，商工業の発展が 著しいアメリ 大雑把に捉えるとき 経済学的研究であ るのに対して ， 

力の実情に沿うものではなかった．通貨供給を 国民経 リビンバストンの 研究はむしろ 社会学的研究であ る     
済の実情に照応、 さすためには ，現実の商取引の 裏 付け リビンバストンの 研究でもたしかにその 冒頭 ( 序 

のあ る商業手形 (realbiIl) を担保にした 銀行券の発 論 ) で，近年のすぐれた 研究であ るウェストおよび テ 

行によ るのでなければならない． 一 イ ク， レ イ J,. の研究が取上げられ 論及されて 

ウェストは，たしかに 19 世紀末の合衆国で 提唱され はいる 勿 ・ しかしそれは ，社会学者であ る R ウ 

たことのあ るこの考え方に 注目し， この 親   占から 1863  イービ 一の研究 (RobertWiebe, Business 附目 a,ndR 色 

年から 1923 年までのアメリカ 合衆国の銀行制度の 改革 允 r 別     A  Stu め げ 妨 e Progro ㏄ め e  Mo Ⅸ m 。 れと 

運動の基本路線をおさえ ，連邦準備制度成立の 歴史白 g  (Cambridge l962 コ ) や G . コル コ の研究 (Gabriel 

意義をもこの 考え方の延長線上で 捉えようとしたので KoIko, Ⅲ， Tri ぴ擁戸ん of Co,,," 「，， az. ィ ， m, A Rei れ ・ f,p 

あ った   ク Ⅰ 召 fafio れ o/  A 珂 er た召ァ   n 十五 5z0 仁ノ， Ⅰ 90 ⅠⅠ 9 Ⅰ 6(Glencoe, 

他方， ティンバーレイク ， J 「．の研究は ，表題から 111. 1963)) とのかかわりにおいてであ った．つまり・ 

明らかなように ，連邦準備制度の 成立だけを問題にし リビンバストンは ， この問題を経済問題だけの 限られ 

た研究ではない． 回書によって 取扱われた主要テーマ た視座から論及しょうとはしなかった． 

は ， アメリカ合衆国における 中央銀行業務 (central リビンバストンの 最大の関心事は ， 19 世紀末から 20 

banking) の諸起源 (origins) に関するものであ った， 世紀初めのアメリカ 合衆国の構造変化をどう 捉えれば 

同研究の特色は ， 中央銀行業務の 中心課題をマネー・ よいかという 問題であ った・ それは，ポピュリズム か 

サプライのコントロールに 求め， この観点からアメリ ら 革新主義へと 大きく揺れ動いたあ の時代の合衆国に 

力金融史を整序し 連邦準備制度成立までのアメリ ヵ おける，マクロ 経済学的にみての「成長」と「繁栄」 

の中央銀行業務の 種々の問題点を 事実に基づいて 詳細 の時代における「改革」 (reform) のもつ意味の 確定 

に論述し連邦準備制度成立の 特色を跡づけていると であ った． 

ころにあ る． 一 建国期の第 1 合衆国銀行の 成立とそ 1901 年から 1913 年までの合衆国は ， 1893 年恐慌後 

の役割・ これが連邦議会で 特許更新を否決された 事情 1896 年頃 まで続いた不況から 立ち直って「繁栄」の 時 

とその結果生じた 財政混乱とインフレーション．第 2  代を旺 敵 していた． にもかかわらず ， この時代， 合衆 

合衆国銀行設立の 事情． ニコラス・ ビ ドル時代の安定 国 では，革新主義の「改革」が 吹き荒れていた．連邦 

した第 2 合衆国銀行の 活動．その更新拒否によっても 準備制度の成立も ， 大きく捉える 時 ， こうした革新主 

たらされた「ジャクソン 期 」の貨幣，信用制度の 混乱 義 「改革」の一環として 捉えることが 出来るものであ 

と 1837 年恐慌の発生．恐慌回避と 財政安定を両立させ るが， それはいったいどのような 歴史的意味をもつも 

ようとして設立された 独立国庫制度とその 役割，南北 のであ ったのか     これがリビンバストンの 研究を 

戦争期のインフレーシ ， ンと 再建期の貨幣政策． 1873  支えた強烈な 問題意識であ ったといってよい． 

年 恐慌と正貨支払再開 (1879 年 ). 1880-90 年代の本位 われわれはこれまで 経済史的観点からのみ ァメリヵ 

制 論争・ 1900 年 3 月の金本位法の 制定． そして連邦準 合衆国の歴史を 考察して来た 2 3 に思 う ． そこで本論 

備 制度の成立であ る   文 では可能なかぎりリビンバストンの 議論に内在しつ 

1970 年代のアメリカが 2 桁のインフレーションに 苦 っ， この 19 世紀 -20 世紀 文の アメリカ資本主義の 構造 

しみ，マネーサプライのコントロールをアメリカの 中 的特徴を明らかにしその 時期の貨幣，信用制度上の 央 銀行制度 ( 連邦準備制度 ) 最大の課題とした 事実を 改革の歴史的意義を 問い直してゆくことに し よ う 

想起するとき ，ティンバーレイク ， Jr. の研究が生み 

出された時代的背景を 窺 い 知ることが出来よう． 

ところでわれわれは ， ここで， まず， リビンバスト 構
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 ンの 研究がいま簡単に 紹介したウェストおよびティン 

バーレイク， J,. の研究の延長線上の 研究でないこと 

を確認、 しておかねばならない． 

A. 問題と研究生の 国 頂 

ここで取上げるリビンバストンの 著作は大きくみて 

3 部から構成されている． 
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第 1  部は「競争的 - 企業者的資本主義の 衰退， 

1889-1905  年 (The  Decline  of  Competive-Enlre- 

preneurial Capilalism, 188 片 1905) 」 と題されたパー 

ト， 第 2  部は「市場力から 文化的権 威への移行 : 

1894-1900 年における貨幣問題の 解決 (From  Market 

Power  lo  Cultural Authority: The  Resolution  of  the 

Money  Question,  1894 円 900) 」 という表題をもつ 

パート， 第 3 部は「理論から 実施への動き : 中央銀行 

制度設立への 方向 (From  Theory  lo  Praclice: To- 

ward a CentraI Banking Syslem, 1900 月 1912) 」 とい 

うテーマで総括されたパートであ る． 

これらを通してリビンバストンの 追究したものは ， 

連邦準備制度の 成立を導き出したとかれの 考える 3 つ 

の条件の確認であ った． 第 1 は， アメリカ資本主義の 

構造変化であ り，第 2 は， 中央銀行制度 ; あ るいは， 

第 2 合衆国銀行のごとき ，全国の銀行業務を 総括する 

連邦法で設立された 巨大銀行Ⅰに 対する「民出」の 意 

識変化であ り，第 3 は，変化したアメリカ 資本主義に 

対する社会諸階層の「合意」の 成立であ る． 

先に紹介した 3 つのパートのテーマがそれぞれこれ 

ら 3 つの条件確認の 作業と対応、 していたことは 改めて 

述べるまでもな い ． 

リビンバストンは ，第 1 部で ， 何よりもまず 経済的 

基礎過程の変化に 注目し 19 世紀 -2U 世紀交の合衆国 

で急速に進展した 企業統合とその 結果であ る巨大法人 

企業成立の歴史的意味を 問うた． そして，南北戦争， 

再建後アメリカ 資本主義を特徴づけて 来た「競争的 - 

企業者白 9 資本主義」 ( その意味については 後述 ) が， 

1880 年代以降進展して 来たトラスト 運動その他の 企業 

統合のなかで ，その本来の 存立条件を失い。 1890 年代 

に新たに体制を 整えた「法人資本主義」 (corporate 

capitalism) に道を譲った 事実を明らかにした ， 

リビンバストンの 追究した連邦準備制度成立を 導き 

出した 3 つの条件のうち 第 Ⅰの条件   - アメリカ資本 

主義の構造変化は ， リビンバストンによって「競争的 

- 企業者的資本主義」の「法人資本主義」への 変化と 

捉えられたと 考えてよかろう． 

これに対して ，第 2 部で， リビンバストンは ， この   

時期のアメリカの 貨幣，信用制度改革の 1 つの成果と 

なった金本位法制定 (1900 年 3 月 14 日 ) の歴史白 9 意義 

を，「民出」の 意識の変化の 局面で追究し これまで 

市場 力 ， したがって金本位制擁護派と 銀本位制擁護派 

の「 力 」の衝突とその 結着という接近方法で 理解され 

がちであ った 1896 年の大統領選挙における 金本位擁護 

派 ( 共和党マッキンリⅠの 勝利という事実に 別の解 

釈、 を提示した． 

われわれがここでとくに 注目しておきたいことは ， 

リビンバストンが ， 金本位法制定や 連邦準備法の 制定 

という形で実現されていった 当時のアメリカの 貨幣， 

信用制度の改革を ， ただ経済的基礎過程の 動きだけか 

ら理解してゆこうとする 方法を避けていることであ る   

制度的変革が 達成されるために「民出」の 支持がなけ 

ればならないという ， いわば当然過ぎる 事柄を， 「民   
衆」の意識の 変化という形で 正面から取上げていると 

ころに， われわれは何よりも 留意しておきた い ． 

第 3 部ではアメリカの 中央銀行制度であ る連邦準備 

制度成立までの 社会各層の「合意」の 過程が問題にさ 

れている． 

ここでリビンバストンは 近年の経済学的研究が 総じ 

て ，連邦準備制度の 成立を銀行業界の 利害村立． すな 

わち， ウォール街を 中心に活躍するモルガン 等の投資 

銀行と，地方， とくにシカゴを 中心とする預金銀行と 

の 利害対立という 構図で描き出して 来たことに修正を 

迫っているのであ る． リビンバストンの 研究成果を先 

取りしていえば ，連邦準備制度は「法人資本主義」の 

成立・確立を 期待しかつ推進した 社会各層 にの点に 

ついては後述 ) の幅広い支持のもとではじめて 成立・ 

実現に漕ぎつけたものであ った． 19 『細末の企業統合     のなかで成立・ 確立されてきた「法人資本主義」 そ 

が 連邦準備制度の 成立を泌、 要としたのだという 仮説を 

提示しながら。 リビンバストンは ， この仮説を事実に 

基づいて多面的に 検証しながら ， 19 世紀とは根本的に 

  異なった 20 『紀の「アメリカ 資本主義 像 」を描き出そ 

うとしたのであ った． 

このような発想は 経済学的研究にはおよそ   馴染まな 

いものであ る． 後に注記するように ( 注 2) を参照 ). 

ティンバーレイク ， Jr. は， リビンバストンの 研究の 

意図を十分に 理解していないように 思われる． それは 

われわれが先に 指摘しておいた ，かれの研究が 社会学 

的研究に属するものであ るからであ る． そこでリビン 

グストンの研究をより 正当に評価しようと 思うならば， 

われわれもまた。 リビシバストンのかかる 発想を育て 

上げて来た今日のアメリカ 社会学の研究風土に 身を置 

き， その研究史を 若干ふりかえっておく   必要があ ろう 

かと思う ， 
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19 世紀 -20 世紀 文の アメリカ資本主義の 構造変化の 

なかで生起した「改革」運動の 歴史的意義については ， 

早くいわゆる 「革新主義，自由主義歴史派」 

(progressjve orliberal historians) から古典的な 解釈 

が提出されていた ". かれらはアメリカ 近代史を自由 

派 と保守派の一連の 衝突として描き 出した． そしてか 

れらは，ポピュリズム ，革新主義，ニューデイールと 

いう 19 世紀末から 1930 年代にかけて 相次いで進行した 

一連の「改革」運動を ，経済力の集中といった 諸問題 

に対する有効な 政治的解決だと 捉えた． かれらによれ 

ば， 反トラストその 他の規制立法は 企業統合を打破し 

集中力を抑止する 政策だと意識されたのであ る． だか 

らこそかれらはまた ，連邦政府が 企業問題を解決すれ 

ば， 「民出」の巨大法人企業 (1 、 ， ee 。 o,poration) に 

対する反対もまた 消滅するだろうと 考えた． 一 
ところでここで 取上げるリビンバストンの 研究は， 

「革新主義二自由主義歴史派」の 諸研究の系譜の 上には 

な い ・それは，むしろ ，第 2 次大戦後になってこうし 

た諸見解に対して 根本的批判を 投じた「コンセンサス 

歴史派」 (consensus  historians),  例えばルイス ， 

ハ一ツ (Louis  Hartz),  リチャード・ ホ一 フスタッ 

タ一 (Hchard  Hofstadter),  ロバート・ H  .  ウィー 

ビー (RobertH.W 正 be)  などの研究 4) の延長線上に 

あ る． 

ルイス・ハーッは 次のように理解した． アメリカ人 

はトラスト運動に 対しても， 巨大法人企業が 経済力や 

政治力を集中した 仕方に対しても 大した関心を 示さな 

かったし 巨大法人企業の 方も， トラストと「民出」 

の間に将来の 社会の基本的目標において「合意」が 出 

来ていたので ，真の脅威を 感じることはなかった ")   

また ホ一 フスタッ タ一 はこう理解した． トラストに 

対する反対は 一時期広汎な 拡がりをみせ 重大な政治的 

インパクトを 与えたことは 確かであ る． l, かし巨大 

法人企業に対する 脅威は，第 2 次大戦以降急速に 色 被 

せてしまった． それは 1 つには 1940 年以降の国民経済 

の パーフォーマンスの 良好さに負うものであ り， 2 つ 

には労働組合と 連邦政府が巨大法人企業の 活動に対ま 尤 

しうるほど巨大化したことによる．加えて 第 2 次大戦 

後，新しい世代の 人々が台頭し 巨大さに馴れ 親しん 

だことも大きい． これらの人々は 官僚性の下で 立身出 

世に精を出すようになり ，安定性により 以上の関心を 

払うようになった・ こうした発展の 結果，「民出」は 

いまや巨大法人企業の 社会における 役割を心静かに 眺 

めるようになった 6). 一一 

さらにロバート・ H , ウィービーは 次のように理解 

した・かれは 19 世紀末から 20 世紀初めにかけてアメリ 

カ社会が維持して 来たもの，失ったもの ，そして新た 

に 獲得したものは 何かを問 うた ． そしてまず 第 Ⅰに ァ 

メリヵ 合衆国を構成し ，それを底辺で 支えた， 自律し 

た制度として 機能していた 複数の「孤立した 地域社 

会」 (islandcommunity) が， 1870 年代から世紀文に 

かけて解体しアメリ 力人は，急速な 産業化，都市化， 

移民の大量流人に 対処しつつ，新しい 安定した社会秩 

序を求めて行動しなければならなくなったことを 明ら 

かにした・第 2 に， 19 世紀 -20 世紀文 の アメリカが， 

この解体から 新しい安定した 社会秩序を求めて 行動し 

なければならなくなった 時期であ ったと理解した．そ 

して， こうしたなかで「新中間層」 (new ㎡ ddle 

。 1",,) と呼ばれた大都市の 専門的職業人や 社会主義 

者がこの新しい 秩序を創始する 組織 (organization) 

と価値理俳 (valu 。 ) を提供したことを 明らかにした 

のであ った． 

要するにウィービ 一の理解によれば ， 19 世紀半ばに 

アメリカ社会が 維持していたのは「孤立した 地域社 

会」とこれによって 組み立てられていた 自律 自 りな社会， 

経済，政治の 仕組みであ った・だが，それが 世紀 文に 

かけて急速に 崩れ去った 時 ，新しい秩序として 求めら 

れ再構築されたものは ，あ らゆる分野に 成立した巨大 

官僚制機構であ ったということであ る． 

問題をこのように 理解した時， ウィービーはアメリ 

力 社会に占める 巨大法人企業の 役割を根本的に 解釈、 し 

直した・かつて「革新主義，自由主義歴史派」によっ 

てあ れほど忌み嫌われていたトラスト 運動は，いまや 

ウィービ一によれば 新しい秩序を 創始した運動であ っ 

たし同様にまた 官僚制機構として 組織された巨大法 

大 企業の成立・ 確立を推進した 人々は，連邦および 刑 

政治で革新主義運動を 指導したかの「新中間層」と 多 

くの点で同じ 価値観を分ち 合った人々であ ったのであ 

る． 

かくて， ウィービ一によれば ， 1920 年代，ハーバー 

ト ・フーバーが 大統領に就任する 頃 には，大部分のア 

メリカ人は，公私両面で 巨大法人企業を 受容する新し 

い 意識に染め上げられていた 7'. 一 
ここで取上げるリビンバストンの 研究は ， 大きく 捉 

えるとき，いま 検討した「コンセンサス 歴史派」の 研 
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究の系譜上にあ る． しかし ハ一ツ， ホ一 フスタッ タ ウ 一 がそれぞれ異なった 歴史 像 ．を提出し 

たように， リビンバストンの 提出した歴史像も 当然 独 

白 なものであ る・以下， このような視座のなかで ， リ 

ビンバストンの「連邦準備制度成立 史像 」を検討して 

ゆくことにしたい   

B. リビンバストンのいう「競争的 - 企業者資本主義」 

から「法人貸本主義」への 移行   方法概念の整理 
  

19 世紀 -20 世紀交は 889-1905 年 )  のアメリカ資本主 

義の特徴に関するリビンバストンの 理解は ， 同じ時期 

の 合衆国にかんする 経営史家の影響を 受けながらも ， 

研究方法にも 歴史 像 においても大きな 隔りをもって い 

る 

「競争的 - 企業者資本主義」という 概念は， リビン 

グストンの著書で 明確に定義されていないのでその 正 

確 な意味を紹介できないが ，本文の叙述から 推察して 

みるとき，恐らく 「競争的資本主義」と「企業者資本 

主義」の合成語だと 理解されてよ し 、 だろう   

「競争的資本主義」という 用語は時折散見できるの 

で ，理解するのにそれほど 難しくない． トラスト や持 

休 会社などのような「独占」的または「寡占」的企業 

が 出現し これらが市場行動や 市場価格の決定を 大き 

く 左右するようになるまえの 資本主義のことだと 理解 

していただければ よい   

だが。 「企業者資本主義」 という用語は ， 管見にし 

て 正確にはいえないが． リビンバストンの 著書によっ 

て 始めて見出された 概念のように 思われる． したがっ 

てこれについては 若干注釈、 をつけておかねばならない   

経営史家 A . D . チャンドラⅠ J 「．の名著 

(Alfred  D.  Chandler,  J 「・， Th 万ヒ レ ぢ s 巧 ん H 僻 ㎡・・ T 乃ダ 

A4 召刀 ㏄ ど召 Ⅰ ア   クノ 穴ピび 0 Ⅰ ぴ Zio 沌 @   れ A  用ど Ⅰ zC 口刀 B ひしけ @ ピじふ Cam   

b,idge,M" ㏄・ 1977( 鳥羽鉱一郎・ 小林袈裟 治訳 『経営 

者の時代 - 一 アメリカ産業における 近代企業の成立 

  」 上 ， 下 ，東洋経済新報社， 1979 年 ) 的なかに， 

「経営者資本主義」 (managerialcapitaliSm  )8) という 概 

念 があ る   

こ才 t は・チャンドラⅠ Jr. によれば， 「大量生産と 

大量流通の統合」 Ⅱ ntegration  of  maSs  p 「 odu ㎡ 0n 

㎡ thmass distribution) の事実，つまりこれまで 独立 - 

企業のもとに 営まれていた 生産部門と流通部門， さら 

に 抽出部門を 1 つの企業の管理下に 垂直的に統合 

(vertjcal int 。 g,alion)  した 「経営者企業」」 

(managerial ente,p,ise) が支配的になっている 資本 

主義のことを 意味している． 

チャンドラⅠ J,. によってかかる 統合企業が「経 

営者企業」と 呼ばれた理由は ， これらの企業では 資本 

所有と経営管理が 分離されており ，俸給取りの 専門的 

経営者が経営管理の 責任者として 立ち現われているか 

らであ る． 

ところでリビンバストンがここで「企業者資本主 

義」という用語を 用いているのは ，筆者の 1 つの 推 @ 貝 Ⅱ 

に 過ぎないが， この用語をもってチャンドラⅠ J,. 

の上記の「経営者資本主義」と 対照をさせようとした 

意図からのように 思われる． チャンドラⅠ Jr. は統 

合企業成立以前の ， 企業所有者が 同時に経営管理を 朋 - 

当 していた企業を「企業者企業」 (enlrepreneurjal 

ente,p,ise) と定義していたからであ る 9   . 

リビンバストンは ， このチャンドラⅠ J 「．の著作 

に大きく影響を 受けた． そして， チャンドラⅠ T 「． 

が「企業者企業」の 存立基盤の喪失， 「経営者企業」 

0 台頭という図式で 明確に提示した 19 世紀末から 20 世 

紀始めのアメリカ 資本主義の構造変化を ， 「企業者資 

本主義」 ( 「企業者企業」が 国民経済で支配的な 役割を 

演じていた資本主義Ⅰの 衰退と「法人資本主義」の 成 

立 - という図式で 描き出そうとしたのだと 考えられるの 

であ る． 

このように述べてくると 読者のなかには「企業者資 

本主義」から「経営者資本主義」への 移行という図式 

が構想されなかったのはなぜかと 問題にされる 方がお 

られるかも知れない． そこでリビンバストンが「企業 

者 資本主義」から「経営者資本主義」に 代えて， なぜ 

「企業者資本主義」から「法人資本主義」という 図式 

を構想したかについて 若干考察を加えておかねばなら 

ない． この問題こそ ，実は。 末項Ⅱ B) 冒頭で指 ォ ・ 尚 

しておいた， リビンバストンと 経営史家とのあ いだの 

19 世紀 -20 世紀文 の アメリカ資本主義の 特徴をめぐる 

理解の相違にかかわる 問題であ るよ う に居、 われる． 

われわれはこの 問題についてつぎのように 考えてい 

る 

チャンドラⅠ Jr. は経営史家としての 観点から， 

資本の集中 よ りはこの時代の 企業組織の合理化に 着目 

しこの事実こそが。 当時の英， 独 ， 仏 ，日などの 資 

本主義の発展と 比較してアメリカ 資本主義の発展を 支 

えた決定的に 重要な特徴であ ったことを明らかにした 
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101. これに対してリビンバストンは ，市場経済にお 

ける自由競争から 寡占的競争への 移行という事実や ， 

資本調達の面における 「企業者企業」 と 「経営者企 

業 」との根本的相違という 企業活動の面に 着目し 

「経営者資本主義」よりも「法人資本主義」の 成立と 

特徴づけた方が ， この時期のアメリカ 資本主義の特徴 

を理解する上でより 有効だと考えたように 思われる． 

チャンドラⅠ J,. のいう 「企業者企業」は ， 例えば 

カーネギー製鋼 社 が長いあ いだそうであ ったように， 

法人格をもっている 企業が少なく ， 1880 年代にはその 

多くがすでに 合衆国を代表する 押しも押されもしない 

大企業になっていたにも 拘らず， 企業拡張のための 資 

本調達は， まだ依然として 主として利益の 内部留保資 

金に依存するか ， さもなければ ，後述するように ， 単 

名手形の振出による 地元の取引銀行からの 融資に依存 

する方式を採用し 続けていたのに 対して， 1890 年代に 

企業統合によって 成立してくる 巨大企業は， 明白に法 

人格を有した 企業であ り，統合に要した 資本調達から ， 

経営拡張に要する 資金調達まで ， 巨額な資金を 圧倒的 

に一 @- ュ一 ク ヨ 資本市場に依存するようになっていた 

からであ る． 

このような事実を 踏まえてリビンバストシは ，企業 

組織の合理化という 問題以上に，企業の 資金調達の合 

理化，あ るいは，合理的な 投資資金調達市場の 育成と 

いう問題に意識を 集中し巨大法人企業の 出現が 19 世 

紀 -20 世紀 文の アメリカ経済， とくにアメリカの 貨幣， 

信用制度の変革に 与えた影響に 注目し 金本位法の制 

定から連邦準備法の 制定に至る「改革」運動の 歴史的 

意味を問い直したのであ った． 

このような理解の 相違から， リビンバストンの 19 世 

紀 -20 世紀 文 アメリカ資本主義理解は 独自の色合いを 

もって現われてくる． それは 19 世紀後半のアメリカ 資 

本主義を「盗賊貴族」 (robberbaron,) の活躍し支 

配した時代だと 評価した マソ シュウ・ジョゼ フ ソン 

(Matthew Josephson) の資本主義 像 Ⅲでもなければ ， 

これを豊富な 資料に基づいて 批判した経営史家の 歴史 

像 でもなかった℡． リビンバストンの 評価した 19 世 

紀末のアメリカ 資本主義は， 「行き詰り」 (great 

stalfemate) に直面し硬直した 状態にあ ったアメリカ 

資本主義であ った． もちろん企業者側からみての「行 

き詰り」であ る． 

「行き詰り」， それは一言でいえば。 1890 年代のア 

メリカにおける「所得の 資本から労働への 移転」 

(transfer@ of@ income@ from@ capital@ to@ labor)   もっ 

と正確にいえば ，国民所得のうち 資本の分け前の 減少 

一一という事実の 現存に体ならなかった   

リビンバストンはこの 仮説を確証するために ， 同時 

代の観察者エドワード・アトキンソン (Edward 

Atkinson), デイヴィ ド ・ウェルズ (DavidWells:, 

ジェレ ミ ア ・ジェンクス (JeremIah  Jenks) の著作 ゆ 

や，『上院財政委員会報告書』 ' 。 ' を 詳細に検討してい 

る他，近年の 労働史家，例えば ， P . K . エドワーズ 

(P.K. Edwards), デイヴィ ド ・モント ゴ メリー 

(DaVid  Monlgomery),  ハーバー ト ・ ガッ トマン 

(Herbe,t  Gutman),  メルヴィン・ダンボフスキー 

(Me Ⅳ yn  Dubofsky),  ダニエル・ウォー コ ヴィッ ツ 

(Danle@  Wa@owltz),  レオン・ ブ インク (Leon 

円 nk),  アーヴィング・ イエ ロヴィッ ツ (Ir ㎞ ng 

Yello ㎡ tz),  ロバート・ オ ザーン (Robertozanne), 

ジョン ・フィッ チ (John  Fitch),  ロバート・ホック 

ン一 (Robert@ Hoxie) ， ダ エル・ネルソン (Danlel 

Nelson),  ミカエル・ J  .  カシティ (Michael  J. 

Cassity) の研究を受け 入れている， 5,. そして「競争 

的 - 企業家資本主義」から「法人資本主義」への 移行 

の歴史像を提示したのであ った． 

C. 「移行」を必要とした 話条件の確認 

一一 19 世紀末アメリカ 資本主義の「行き 詰り」，一一 

企業家に対して「行き 詰り」と映じた「所得の 資本 

から労働への 移転」にはいくつかの 原因があ った．決 

定的なものとしてリビンバストンの 意識した事柄は ， 

1880 年代から 1890 年代まで続いた 物価の低落傾向，実 

質賃金の上昇，そして 生産性上昇の 鈍化の同時進行で 

あ った． 

物価の低落傾向はすでに 1873 年恐慌以来はじまって 

いた・ リビンバストンは ， これが労働者と 企業家にま 

っ たく正反対の 経済的効果を 与えた事実を 認めている 

すなわち労働者にとっては 実質賃金の上昇，企業家に 

とっては生産性上昇鈍化という 経済的効果であ る． リ 

ビンバストンはこの 事実を時論家 E . アトキンソンの 

観察や景気循環に 関するいくつかの 研究 '6, から確認、 

した上で，物価をこの 時期趨勢的に 低落に導いた 原因 

に関する時論家 D . ウェルズの主張   過剰生産説を 

小食封するのであ る． 

ウェルズによれば「過剰生産の 原因は『進歩または 企業 心 (progressorenterprise)  の週末 捌 」であ っ た 

  @ 
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つまり， 「それ自体改良された 機械利生産の 結果であ つ ま た あ りにも過度な 企業家の活力 (ton much en- 

                            energy) 」であ った・その結果， ウェル 

ズ によれば， :L 業 設備の規模も 価格も複雑ざら 急 、 速に 

高まり， それに伴って 固定費が増大したか E,, 企業者 

はこの +E8 大 する費用を補 う ため， 充用した設備の 最大 

限の ，幾分過度なくらいの 利用に駆。 ) 立てられたので 

あ る． これが過剰生産。 すなわち有効需要を 越えた :1 こ 

産物またはサービスの 供給であ り， これがこ - の時期の 

物価の趨勢的低落の 最大の原因であ ったのであ る H     

  
リビンバストンはウェルズの 次の観察を引用         

の事実を確証して、 る 

「 1873 年以来未曾有なほど 生産力と流通・ ノ J が増大し 

てくるにつれて ， 同じ時期に， ほとんど全での 商品 価 

格が ，輸出貿易向け 商品の価格であ れ。 国内消費向け 

の 商品であ れ，低落して 来た． その低落のさまは 過去 

の 全商業史にまったく 前例のないくらいのものであ 

る 」 M     

問題はこの物価の 低落傾向がどうして 時論家 E . ァ 

トキンソンの 主張したように「所得の 資本から労働 へ 

の 移転」   正確にいえば 同氏所得のうち 貸本の分け 

前の減少   を惹 き 起こす結果になったのだろうかと 

い う 問題であ る． 「工業の設備改善」は 当然のことと 

して「労働の 節約」あ るいは「賃金引下げ」を 伴 う 。 よ 

ずだからであ る． あ るいはまた つ ぎのように問 う こと 

も 出来よう．一一なぜ 企業家は実質賃金の 成長に合わ 

せて労働の生産性を 向上させることが 出来なかったの 

か， と   

ここでリビンバストンは 近年のアメリカ 労働史家の 

すぐれた研究に 依拠       当時のアメリカにおける :l     

場内労働の特徴を 浮き上がらせたのであ る   

根本的なことは ，工場内における 機械 卸生 ，産の管理 

が，   @: 場の所有者であ り，同時に経営管理者でもあ る 

資本家によって 効率的に掌握されていなかったことに 

あ る，工場内の 管理は， 1890 年代までは社会規範によ   

例えばカーネ、 ギ一 製鋼 社の ホームステッド : ド 場は． 

1892 年のロックアウトで 軌練 労働者の組合が へ ンシル 

ヴェ ニア州兵の 力 を借りて壊滅されるまでは ， 「仕事 

の 割当」 。   appo ㎡ onine  lhe  work),  「順番の調整」 

(regulating  of  lurns),  「機械の更新」 (alIering  the 
こよこ虫 

machine) など，要するに 大工場内の細細した 作業の 

すべてが，組合 (amaltgamaIed associaIion) を代表   
する世話焼の 干渉 下 におかれていたのであ った 却     

Ⅰ場内の作業管理だけではない． リビンバストンは 

別の研究に依拠して． 1886-94 年の時期の労賃の 引下 

げやⅠ場内革新が 完全に「行き 詰り」状態にあ ったこ 

とに言及している．労働者の 賃金は．恐らくは 就業時 

間の延長が労働者に 押しつけられ 行なかったからであ 

ろう，雇い主の 水のたほどには 引き下げられること @ み   
なかったしⅠ場内の 労働過程の機械化も「合理化」 

も 。 教練労働者の 反対 に 遭遇して展生 : ( 資本家 ) にと 

って必要だと 感じられたほど 急 、 速に進展することはな 

かったのであ ったⅢ． 

さらに大切であ ったのは，労使対立．の 起こっている   
地域における 地域社会の態度であ った． リビンバスト 

ンは ， ここで H . ガットマンなどの 研究を引用して ， 

地   万の役人，下級警察官，新聞・ 雑誌の編集者，小円 

締緒 笘 肴などが． 地域ぐるみでストライキを 行ってい 

る労働者と連帯して 行動した事実に 注目した． そして   

当時の社会規範が 雇圭 - ( 資本家 ) に目分たちの 意旭 、 

。   例えば貸金の 引下げなどの 要求 ) を労働右に対     

押しつけることを 小町 能 とした 背崇や， 倣 いに 鹿主 

( 資本家 ) が外部から法律や 規則をもち込んでも 労働 

過程の改善が 容易でなかった 事実に苦故している "   

われわれにとってとくに 関心を惹くのは ， 19 世紀末 

の アメリカにおいて 企業家にとって「行き 詰り」と 憶     

識 されたものが ， 他でもなく経済同行の 間 題 ではなく   

社会問題と深く 結びついたものであ ったというリビン 

グストンの指摘であ る   

リビンバストンは ， ここで． 20 世紀末の今 H 的観点 

からみればまったく 変則的にみえる 小ブルジョアジー 

lpe 血 。 bourge 。 面 e) と ストライキ労働者との 連帯の 

事実を捉え， これが 当 H. 与 -, 般 的に見られた 産業労働者 

・と土地所有農民との 政治的連合と 同様． まったく常態 

であ った     廣 実を強調しているのであ る． そしてこの 3 

つの社会 居 Ⅱ、 ブルジョアジ ーと 産業，労働者と 上地所 

有農民 ) こそ。 「資産の分散」。 d 田光 r,en a 黙 et 鰐 ・ 

「競争市場」・   competitivemarkeI 引 ，「財産の自己の 労 

働力による管理」 (conIro)l of the properIy in o)ne., 

Iabaorpower) を白らの経済的・ 政治的・社会的存立 

のための条件として 最も大切に保持してゆこうと 望ん 

だ建国以来のアメリカ 共和主義「民出」の 中軸を構成 

した社会層だったことを 読者に想起させたのであ った 
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かくてリビンバストンは ， 19 世紀 -20 世紀 文の アメ 

リカ資本主義のおかれた 状態，すなわち 企業家にとっ 

ての「行き詰り」を ， カール・マルクス 流の，「資本」 

と「労働」， マックス・ヴェーバ 一流の「 ゲ マイシャ 

フト」と「ゲゼルシャフト」 ( 正確には「フェア ゲマ 

イシャフトゥンバ」 ( 「ゲマインシャフト 関係」 ) と 

「フェアゲゼルシャフトゥンバ」 ( 「ゲゼルシャフト 関 

係 」 コ - 柄井 ), ロバート・ H . ウィービ一流の「孤立 
コ . ユ 二丁 i 

された地域社会」と 「巨大な官僚制機構」， あ るいは 

ガットマン流の「正 - 業化 前の労働慣行および 価値 意 

識 」と「工業化後の 労働慣行および 価値意識」といっ 

た二分法の方法論では 理解できない 事実だと退け ，そ 

の「行き詰り」の 歴史的意味を 問う方法として ，近年 

のアメリカ政治史・ 文化史の新潮流であ る「文化的 権 

威の危機」 (crisis of cultural authority) または「文 

化的行き詰り (culturaI slalemate) を重視する学説に 

求めたのであ った 24,. 

リビンバストンは ， 19 世紀 -20 世紀文 の アメリカ資 

本主義の「行き 詰り」についてつぎのように 要約した   

「土地所有農民， アメリカ土着の 労働者，そして 新し 

い産業都市の 小ブルジョアジ 一によって受け 嗣がれ生 

かし続けられて 来た文化的伝統は ，資本家に対してか 

れらの一方的な 生産管理，を 説明または正当化するイデ 

ィオムを何一つ 提供しなかったし 国民所得のうち 当 

然 受けとってよいと 考えられる正当な 分け前に対して 

もその請求権 を実効あ らしめるイディオムさえまった 

く提供しなかったのであ る．蓋しかの ( 文化的 - 欄 

井 ) 伝統によれば ， 『資本家』は 事実上生産的労働に 

寄生する存在であ ったからであ る・実際，資本家は ， 
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腫瘍であ った・すなわち ，資本家は ， にの文化的伝 

統にょ れば - 柄井 ) 財産を自由な 市民の有する 自己決 

定の個性 (self-deter ㎡ ning  persona Ⅲ y  of  free 

c Ⅲ zens) を正当化し発展させる 手段だとは取扱わず ， 

目的そのものと 取扱った・そのため 市民の個性も 市民 

の 知識も技能も 資本のよこしまな 無制限な蓄積目的の 

手段となった・ したがってこの ( 文化的 - 柄井 ) 伝統 

が北アメリカの 支配的文化として 別の何物かに 取って 

代えられるまでは ，大資本の権 力も権 威も決定的に 制 

限 されることになろう」 2 。 ). 

われわれは「文化的権 威の危機」説に 依拠したリビ 

ングストンのこの 評価に注目しておこう． 

D. 「法人資本主義」の 出現 : 1890-1905 年 

一 その歴史的意味 -- 

ここで「法人資本主義」と 訳出された用語は ， 繰り 

返し述べて来た よ うに， く corporatecapitalism ノの 訳 

語であ る・それによって 意味されているところは ， 先 

に 指摘された よう に， A . D . チャンドラⅠ Jr. が 

「統合企業」 ( あ るいは「経営者企業」 ) と呼んだ，あ 

の生産部門と 流通部門， さらに原料抽出部門などを 1 

つの企業の管理下に 垂直的に統合した 企業が，経済活 

動 全体において 重要な機能と 役割をもつようになった 

資本主義のことであ る． リビンバストンはこのような 

型の資本主義がアメリカで 1890-1905 年に出現したこ 

とを 跡 づけ，これとのかかわりで「革新主義」の 意味 

を問い直し この時期に進められた 貨幣，信用制度の 

改革の歴史的意義を 明らかにした． 

リビンバストンは ， 19 世紀末の「行き 詰り」を打破 

する経済回り 劃期が ， 他でなく 1890 年制定の「シャーマ 

ン反トラスト 法」によって 劃されたことに 注目した． 

そしてまさにこの 法律こそ， 19 世紀のアメリカ 人の柱 、 

を 捉え続けて来たかの 文化的伝統の 法的表現であ った 

ことを読者に 想起させ，その 法律の果した 実際の効果 

の歴史的アイロニーを 強調したのであ った 26). 

「反トラスト 法」の効力を 無力にしたものは ，よく 

知られているように ，その法律そのもののなかにあ っ 

た ・ リビンバストンはこの 事実を前提にした 上で，そ 

の法律の果たした 歴史的アイロニ 一の最たるものとし 

て同法制定の 前年 (1889 年 ), ニュージャージー 州法 

として制定された 独自の会社法 (NewJersey Cor. 

poration Law, 1889) の歴史白 9 意義を際立たせたので 

あ った． 

このニュージャージー 州 会社法は， ニューヨークの 

法律事務所サリヴァン ぁ クロムウェル 社のパートナ 一 

で， J , P . モルガン商会の 顧問弁護士であ った ブ ラ 

ンシス・リンド・ステットソン (Francis Lynde 

StetSon) が合衆国産業調査委員会 (U.S. InduStrial 

Com ㎞ ssion) で証言したように 次の，性格のものであ 

っ た -. 

第 1. イリノイ， オハイオ， ミネソタ，ニューヨー 

ク 州の会社法と 異なって大企業に 対する税制上の 優遇 

措置が採られたこと・ 第 2. 新会社の資産を 譲渡可能 

な同社の株式総額で 評価するという コ モン・ ロ 一の原 

則を認めたので ， 同州法で設立される 法人企業は株式 

発行を無制限に 行なうことが 出来たこと．第 3. 資本 
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金 に対する債務額の 割合が，規定されてもおらず ，制 

限 ，されてもいなかった 上 ， イリノイ州の 会社法と異な 

って，他社の 株式の所有も 禁止 - されていなかったこと 

( 持株会社の容認 ) "   . 

ここでリビンバストンによって 注目されたのは ， か 

の 文化的伝統を 根底から揺がす 上で劃期的出来事だと 

考えられて来た 1893 年恐慌の前に ，部分的にではあ っ 

たが自由競争市場を 規制する法的措置が 工夫されて ぃ 

たという事情であ った． それは他でもない． 
  レク 入ト                                                 
Ⅰ 業 設 備や会社に対する 分散された法的確 

利が 1 つの特殊な法人所有へ 統合されうる 可能性や正 

当性が容認、 されたという 事実に他ならなか・ った ． 

そして つ ぎの 2 つの重要な問題を 提起しだのであ る   

第 1 . 企業が法的形態をかえてまで 企業組織の合理化 

に 生命を賭けたのはなぜか． 第 2. かかる「組織革 

新」 (organizatjonal innovation) は， A . D . チャン 

ドラⅠ ト ．等の提出した 次の仮説を確認するもので 

あ ったのかどうか． すなわち， それはかれらが 主張し 

ているように ， 当時合衆国で 進行していた 技術の高度 

化に対する適合的な 対応であ ったのか，産業証券の 発 

行から利益を 求めようとした 証券ブロ一ヵ 一のモティ 

ヴェイションに 裏 づけられたものであ ったのか， それ 

とも全国的に 拡 延 しつつあ った都市市場の 統合の結果 

であ ったのかと， 81. 
リビンバストンはチャンドラⅠ J,. 等の仮説を否 

定した上で。 改めて企業が 法的形態を変えてまで 企業 

組織の合理化に 生命を賭けた「企業革新者」の 真の理 

由はなにかを 問い，それをかの 19 世紀末の「行き 詰 

り 」を克服しようとしたかれらの 努力に体ならなかっ 

たのだと意義づけたのであ る． 

A , D . チャンドラⅠ J 「・等は， 19 世紀 -20 世紀交 

の企業組織の 革新を企業を 取り巻く環境に 付する経営 

管理者の適合的対応だと 捉えたのに対しリビンバス 

トンはそれを 企業の内部から 問い直し， この時期の企 

葉組織の革新こそ 企業のこれ以上の 発展を阻止する 諸 

要因に対する「企業革新者」の 積極的対応、 だと論じた 

のであ った． 

リビンバストンは ， 先に掲げた企業革新の 代表的論 

客 ， E . アトキンソン ， D . ウェルズ， J . ジェンク 

スの議論に注目した ，そして，かれらが 19 世紀末のア 

メリカの不況を 固定資本の巨額な 投資と関連づけて 論 

じている事実を 突きとめ。 この事実に基づいてかれら 

が 企業統合を正当化する 論拠を展開した 事実を確認し 

たのであ る． 

ここでは，職別な 企業間競争 - 固定資本の巨額な 投 

資 - 過剰生産の発生 - 不況 - 国民所得配分における 企業 

家の不利 - 企業統合の必然性 291 という先に検討してお 

いた一連の論理的・ 現実的脈絡が 想起されねばならな 

し Ⅰ   

ここで， リビンバストンは ，議論を一気に 進めず。 

一歩 立 留まって用心深く ，若干の統計資料を 用いて， 

この時期が合衆国で 第 1 次企業集中時代と 呼ばれた 時 

代 であ ったこと， そして，現実にも「企業統合」が 急 、 

速に展開した 事実を確認、 したのであ る 紺 ．そしてか 

かる企業組織の 改革を同時代の「企業革新者」あ るい 

はこれに同調した 理論家がどう 評価したかを 問うた． 

リビ、 ノ グストンは。 シドニー・ 、 ンヤ 一ウッ ド   

(Sidney Sherwood ' ジョンズ，ポプキンス 大学教授 ), 

ロバート・ S . テイラー (Roberl S. Taylor ' アメリ 

カの主導的な 特許問題関係弁護士 ), チャールズ   

D . ウィラード (Charles D. Willard : 当時ロスアン 

ゼルス商工会議所・ 後日シアーズ・ローバックⅠ ， フ 

ランク・ S . ボンド (Frank S. Bond ' シカゴ。 ミル 

ウォーキー あ セントポール 鉄道副社長 ), E . S . 

ミード @ ． S. Meane ' ペンシルヴ エ ニアー大学ホワ 一 

トン・スクール 教授でトラスト 金融の権 威 ), ヘン 

l Ⅰ 一   ホルト (Henry Holt : ニューヨークの 出版 考 ) 

ジェレ ミ ア ・ジエンクス (Jeremlah  Jenks: T 億 Trr ぴぶと 

F 用 hi そ %, New  York  l903,  の若者 ) 。 チ ヤールズ・ 

R  .  フリント (Charles  R. Flint  : 産業統合の促進者 )   

チ ヤールズ・ F  .  フィリップス (Charles  F. Ph@ps 

    デラウェア・ トラスト・カンパニー @ ． Y.) の取 

締役 ), フランク・ヴァンダリップ (Frank Vander- 

Ⅱ p: U,S. 財務省から ナ、 ンヨ ナル・ - ンティ・バンク・ 

(N.Y.) に移って活躍した 金融実務 家 ， ステュー ウ 、 

サント・フィッシュ (Steyvesant 円 sh : イリノイ・ 

セントラル鉄道の 社長。 ニューヨーク・ミュ テュ アル 

生命保険会社取締役 ) らの意見を引用しながら ， かれ 

らが例タ・ ト なく法人企業制度 (corporatesystem) の出 

現を「当然」にして「不可避」 な 発展，あ るいは産業 

企業の発展における 新しい，恐らくは 最高の段階だと 

理解していたことを 明らかにした 3l).   
これらの人々は 競争の弊害を 非難し生産と 流通に 

対する集中的管理と ，このような 管理を達成さす 制度 

的 道具として法人企業制度の 創出と完成を 祝福したの 

であ った 3"   
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かれらはまず 競争的「自己調整的」市場が ，慢性的 

過剰生産 ( 有効需要を超えた 商品及びサービスの 過剰 

供給 ) を導き出すという 理由で，もはや 資源と所得の 

配分にとって 適切な機構ではあ りえなくなったと 論じ 

た・ そしてかれらは「自己調整的」市場の 企業に加え 

る 外からの破壊的力を 制限する方策を 提案したのであ 

った 甜 ． こうしてかれらは 企業統合を正当化する 議 

論を「市場を 意図的な社会行動に 従属させること」の 

必要性， あ るいは， 「全産業を集中的管理下におくこ 

と」の必要性とかかわらせて 論じたのであ る． 

「企業革新者」の 議論はこれに 留まるものではなか 

った・ リビンバストンは ，かれらが経済過程の 変化に 

照応して進行している 社会面での急激な 変化にも意識 

を留め，社会制度面での「統合」の 可能性をも積極的 

に 論じた事実を 指摘している．第 1 は社会階級を「資 

本」と「労働」に 分割する考え 方   19 世紀後半のア 

メリカ社会における 労使関係で通例であ ったストライ 

キとロックアウトの 応酬で彩られた 歴史に基礎づけら 

れた考え方   を揚棄する提案であ る 34). 第 2 は 

「大資本」と「中小資本」あ るいは「大企業」と「中 

小企業」の分割と 対立を否定する 考え方の提案であ る   

例えば，株式市場に 上場された新しい 産業証券に対す 

る「覚資本」にとっての 安全な投資物件としての 認識 

の強調 や ， この場合における「小企業家」の 資源 活 

用 ・配分活動からの 引退可能性 ( かれらのレントナー 

としての新中間層への 転換と競争市場の 緩和 ) の指摘 

などであ る 3,). 第 3 は産業統合が 創出しつつあ った 
    ナンシア 

新しい型の金融 家 ( 「企業革新者」との 同盟者 ) の役 

割の強調であ る 36). 

これら新しい「社会的統合」の 提唱は，すぐれて 19 

世紀 -20 世紀 文の アメリカ的特徴であ ったといってよ 

レ Ⅰ   

そればかりではない． 「企業革新者」が 究極的に関 

心を持ち続けたのは ， 19 世紀末のアメリカを 捉え続け 

た 「行き詰り」の 最大の原因，すなわち ，熟練労働に 

よる労働過程の 管理体制の打破であ った． 
  
かれらは，競争的な「自己調整的」市場の 企業に及 

ぼす影響力のなかで 何よりも価格の 変動，とくに 生産 

原価以下への 市場価格の低落に 注目した． そして同時 

にかれらは， トラストの形成によって 管理価格が形成 

され， かつてそうであ ったような市場価格の 急落が防 

がれている事実を 重視し企業統合と 新価格体系の 構 

築との関係を 問うたのであ った．そしてかれらは ， 自 

分たちの求めている 新価格体系の 構築が ， 他でもなく 

「労働過程の 経営者による 管理」を双提とするもので 

あ ることに思い 至ったのであ る． それは他でもない． 

これまで支配的であ った熟練労働者による 工場生産管 

理の終焉であ り，本社詰めの 官僚制的に組織された 知 

識 労働者 ( 中間管理職 ) による労働過程の 管理の徹底 

であ り， 普及に体ならなかった． 

リビンバストンはかかる 合理的な管理機構がアメリ 

カで， 1892-1902 年に完成された 事実を明らかにした． 

そして，その 後成立・確立してゆく 巨大法人企業最大 

の課題が技術問題の 解決， つまり 「標準原価」 

(standard cost) の設定に向けられゆく 意味を解明し 

たのであ った 37). そして，かかる 文脈のなかで ， リ 

ビンバストンは ， 19 世紀 -20 世紀交の貨幣，信用制度改 

革要求が， このような技術問題の 解決と ィ井そ 干して取組 

まれねばならなかった ， 「企業革新者」のいまひとつ 

の 重要な運動であ ったと 跡 づけてゆくのであ る． 

Ⅱ 19 世紀末における 貨幣 二 信用制度改革を 支 

えた「理論」と「方法」 

よ く知られているよ う に， 19 世紀末 ァメリヵ で起こ 

った 貨幣，信用制度改革運動は ， 「ボルティモア 計画」 

の発表 (1894 年 ) からはじまってインディアナポリス 

貨幣会議提案」の 公表 (1898 年 ) を経て，金本位法の 

制定 (1900 年 3 月 14 日 ) で一応の決着を 見た． 

リビンバストンは ， この運動の歴史的意義を 確定す 

るに際しても ， きわめて興味ぶかい 独自な理解を 示し 

ているのであ る．読者は以下に 紹介するリビンバスト 

ンの見解が実は 前節の議論と 密接不可分に 結びっ い た 

議論であ ること，そして 前説の議論が 以下の議論のた 

めの前提におかれた 議論であ ることを知るであ ろう   

A, 景気循環防止あ るいは緩和措Ⅰと 結びついた貨幣 

，信用政策の 要求 

金本位法制定に 至る 19 世紀末の貨幣，信用制度改革 

運動に関するリビンバストンの 研究の独自性はつぎの 

ところにあ る．第 1 は， これまでは露の 中に包まれて 

いた「ボルティモア 計画」発表から「インディアナポ 

リス貨幣会議提案」の 公表に至るこの 時期の貨幣，信 

用制度改革運動の 流れを，基礎資料に 基づいて鮮やか 

な形で提示したこと．第 2 は ， 2 つの改革案の 底辺に 

流れる改革理論を 通説を批判的に 再構成しながら 整理 

し直したこと・そして 第 3 は，改革運動の 性格と ，そ 
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の 推進者による 運動組織化の 方法が明白になったこと 

であ る． 

リビンバストンは ， まず 1893 年恐慌が合衆国の 銀行 

制度にどのような 影響を与えたかを 統計的に確認した   

第 1 . 1890-1893 年に全国の 550 以上のフライベイ ト   

バンクが営業を 停止した． 第 2. 1893 年夏に 141 の国 

法銀行が破産した． 第 3. 1893 年に国法銀行・ 州法銀 

行併せて． 3f6U 行が営業を停止した． その損失額は 総額 

約 4.200 万ドルであ った， 8,. 

ついでリビンバストンは 銀行界を襲ったこの パニ， 

クを 救済するため ， ニューヨーク 手形交換所の 行なっ 

た措置 ( 手形交換所貸付証書 (clearingho,use loan 

certificate Ⅰの発行 ) に注目した 391. 

リビンバストンも ， これまでの研究と 同様， 1893 年 

恐慌がこの時期のアメリカ 貨幣，信用制度改革運動を 

喚び起こしたきっかけであ ったことを確認している． 

しかし かれは。 1893 年恐慌を国内外の 複合的貨幣要 

因 ( ベアリンバ恐慌 (1890 年 ) 以来の国際金融不安と   

、 ンャ一 マン 銀 買上げ 法 (1890 年 ) 制定後の本位貨をめ 

ぐる国内金融不安 ) だけに解消してしまう 方法を退け 

た． リビンバストンはこの 恐慌 ( そして深刻なパニッ 

ク ) を 。 基本的にはアメリカ 資本主義の直面した「構 

造的危機」 ( かれの用語法を 使えば「行き 詰り」 ) と 結 

びつけて理解したのであ った． 

リビンバストンは ， この時期アメリカを 襲った深刻 

なパニック発生の 原因を次のように 解析した． 最も大 

切なのは，南北戦争，再建 期 に行われた制度改革以来 

中央銀行機能を 代行していた 財務省，独立国庫制度の 

機能が麻陣したことであ った。 ",   国庫機能の麻 陣は 

つぎの事実のなかに 端的に現われていた． すなわち， 

法貨として発行された 政府紙幣 ( 緑 古紙幣その他 ) の 

鋪却 準備基金であ ったばかりではない．必要に 応、 じて 

ニューヨーク 全市場に介入し 貿易決済に必要な 貨幣 

用金 @ 際的 決済手段 ) に 対する需給を 調節するため 

の基金として 機能していた 国庫保有の金準備が ， ]879 

年の正貨支払再建後はじめて 1 億ドル以下に 低落した 

という事実そのものであ る． 

独立国庫制度の 機能 麻 陣を導き出したものは． よく 

知られているよ う に ， 。   1,9 ォ政 赤字，。 2 噴易 赤字，。   3   ニ 

ューヨーク銀行保有の 金準備の減退， そしで・   4 シャー 

マン 銀買 上法の経済的効果であ った 旧   ． 

その構成部分の 約 90% を関税収入に 依存した連邦 財 

政は ・マッキンリー 保護関税法 け 890 年 ) ㈲制定で ， 

一時的に貿易の 停滞を招き，絞首紙幣その 他の法貨 鋪 

却 のために保有された 金準備を増加させることが 出来 

なくなっていた． 

他方， この保護関税法の 制定によって 海外からの駆 

け込み輸入が 増大した結果圭 - じた貿易の赤字は ，海外 

に 対する決済手段たる 貨幣用金に対する 需要を市中で 

満足させ得ず ，不足分を国庫に 依存せざるを 得なくさ 

せた， またこの時期， 1880 年代から引き 続いた好景気 

がようやく頂点に 達し決済資金を 求める全国的な 資 

金 需要が増加したため ， ニューヨークのコルレス 銀ィテ 

に向けての地方銀行からの 預金取崩しも 増大し ニ 

ューヨーク市中銀行の 金準備が着しく 減少し 国庫へ 

の金見 換 請求が集中した． 

さらにシャーマン 銀買   L げ 法によって，法貨として 

通用する ]890 年財務省手形が ] 億 5000 万ドルも発行さ 

れたため， ただでさえ圧迫気味の 法 貨 の金見 換 要求が 

一層加速した． また金銀法定比価と 市場比価の乖離は 

才女機を果てしなく 刺激することとなった．一一一 

かかる国庫保有の 貨幣用金を巻き 込んだパニックが 

先にみたアメリカ 資本主義の構造的危機とどう 結びつ 

いていたかは ， リビンバストンはなお 後段まで議論を 

先送りしている・ そしてその著作第 2 部の冒頭では ， 

実務家がこのパニックをどう 理解しどのような 対 n, むオぉ 

  置を考えていたかという 問題から議論を 始めるのであ 

る ・ ここで考察する「景気循環 防 lH: または緩和措置」 

(counlercyclicaltheoryand practice) がこれであ る， 

ここでリビンバストンの 果 たした研究史上の 功績は， 

この時代の「改革」運動を ， ウェストあ るいはティン 

バーレイク   J,. のように， すでに南北戦争，再建 期か 

ら始まっていた 同法銀行制度の 不備に対する 批判の延 

長線上で捉えようとせず。 かかるいわば 伝統的批判運 

動とは別の次元から 起こった「改革」運動，つまり ， 

巨大法人企業の 成立 - と 確立によってアメリカ 資本主義 

の 直面する「行き 詰り」を克服しようと 意図した「企 

業革新者」によって 提起された「改革」運動だったと 

捉えたことであ る． 

したがってリビンバストンの 理解したこの 時期の   
「改革」理俳は． 「戦後期 " 」を通して - , 貫 してみられ 

た 低利の投資資金 (cheapmone かの豊富な供給を 要 

求した理念に 裏 づけられたものではない． それとは次 

元を異にする「景気循環防止あ るいは緩和」のための 

貨幣，信用制度の 構築要求となった． 同時代人の用語 

を 借用していえば ，それは基本的には ，国法銀行制度 
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に 内在していた 貨幣，信用供給の 非弾力， 性 ここでのポイントの 第 1 は ， 「セイの法則」 ( 「供給」 

(inelasticity) 克服策の提唱であ り，さらにこの 政策 

を精級 化した，証券市場の ，巨大法人企業のための 安   
定 した資金調達市場としての 国民的資・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 確立を展望する 

金 循環機構の再整備要求であ ったといえる   

そこでリビンバストンは ，この時代のアメリ ヵ で貨 

幣，信用制度の 改革を指導した 有力な理論家たち ，例 

えばチャールズ・ コ ナント (Charles Conant), アレ 

ク，ザこ /  ダ -@  . D  .  ノイズ ( Ⅲ eXander  D. Noyes), 

ホ一 レイス・ホワイト (Horace White) などの見解 

を掘り下げながら ，問題の核心に 迫ってゆくことにな 

る 42). 

ここで コ ナント， ノイズ， ホワイトがいずれも ウォ 

ルター・ バ ジョットの理論のアメリカにおける 継承者 

であ った事実に注目しておきたい． 
バ ジョットは改めて 言及するまでもなくロンドン 

甲 エコノミスト』の 編集者であ り，名著『ロンバート @ 

街 J (WaIterBagehot, Lomwba れ Street,,London1873) 

の著者として ，当時世界的にその 名を馳せた金融問題 

の 権 威者であ る． 

アメリカの理論家がこの 時期かれを受け 入れたのは， 

バ ジョットが近代の 商業恐慌 (commerciaI crisis) の 

救済策として ，高金利を厭わぬ 人になら誰にでも ，パ 

ニック期に最高限度まで 貸付額を増大させるよう 提唱 

したところにあ った 43). 

ところでわれわれは ， ここでリビンバストンが ， コ 

ナント， ノイズ， ホワイトなどの 改革者を ，バ ジョッ 
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によりながらも ， さらに一歩進んで ， バ ジョットの提 

唱した政策をこの 時期のアメリカ 資本主義の「行き 詰 

り」克服 策 と結びつけて ，独自の金融政策を 構想して 

いたからであ る． この点でかれらは ，先に検討してお 

いたアトキンソン ， ウェルズ， ジェンクスなどと 同様 

に ，「企業革新者」であ った。 。 ， ． 

以下リビンバストンによりながら コ ナントの議論の 

要点を紹介し 金本位法制定直前の 改革者の代表的な 

見解を確認しておこう． 

コ ナントはその 著作 (Cha,les A. Conant, A H/,- 

zo りヴ Mo ゐ 川 B 僻んがム ， ぱ ，， lst edr New Yo,k 

1896) で 数 章を割き， 19 世紀の諸恐慌の 実証的研究を 

進める一方， これらの諸恐慌とその 原因に関する 理論 

的考察を行なった 45). 

はそれ自体「需要」を 創出するという 命題 ) が，近代 

産業社会の諸条件に 適合していないことの 確認であ っ 

た．そして第 2 は，恐慌 期 における銀行制度の 適切な 

役割に関する 提言であ った． 

ところで， この場合， われわれは， コ ナントが決し 

て 「セイの法則」を 名 ざしで ( 例えば， J . M . ケイ 

ンズのように ) 批判しているわけでないことに 注意し 

ておかねばならない．恐らくそれは ， そのように表現 

した方がケインズ『一般理論 ] を知っている 読者に ， 

コ ナントが実はは バ ジョットからケインズをつなぐ 役 

割を果したことをより 説得的に示めそうと 考えたリビ 

ングストンのレトリックであ ったろうと思われる． 

原著を読まれた 読者なら直ちにおわかりになるよう 

に，コンテ ト はその著作 (1896 年版 ) では，ただ① 恐 

慌 (commercjal crisis) は近年の信用組織の 発達と人 

類固有の投機心によって 発生するものであ ること，② 

恐慌は， 第 1 に，商品の生産，第 2 に，表面上の 繁栄 

に伴う過度の 消費，第 3 に，かかる生産と 消費の貸付 

資本に及 はす 影響で伝播するものであ ること。 ③産業 

0 回復は，恐慌後に 用途を失った 豊富な資金の 銀行へ 

の還流と蓄積によって 利子率が低落することを 基礎に 

してもたらされるものであ ること，かくて ，④恐慌は， 

仝日の産業社会では 周期日 り ，循環 自 りに発生するもので 

あ ることを説明し 当面する貨幣，信用制度の 改革が， 

恐慌対策を不可欠にしていることを 示したに過ぎなか 

ったからであ る． 

コ ナントは「貯蓄」， したがって 純 「投資」の増加 

は， 資本蓄積量の 増加に伴う実質利子率 し eal in- 

terestrate) の低下によって 不活発になるという 命題， 

すなわち実質利子率の 低下は， 国民所得のうち 比較的 

大きい部分を「貯蓄」よりも「消費」に 向かわせる 傾 

向をもつから ， 「貯蓄」も「投資」も 低下し生産力 

および生産そのものを 増大させる「投資」は 不活発に 

なり，恐慌 ( 「需要」を上回る「供給」 ) は起らないと 

した「セイの 法則」の新古典派的説明とは 異なって ， 

実質利子率が 低落した 19 世紀末のアメリカでかえって 

  

貯蓄率が上昇した 事実に注目し 今日の産業社会での 

景気循環の不可避性を 主張したのであ る． 

コ ナントが恐慌期の 銀行制度の適切な 役割に意識を 

集中した最大の 理由は，近代産業社会における 恐慌の 

もっとも目立った 影響の 1 つが， かれにとって「富の 

分配に及ぼす 影響」だと理解されたからであ った． そ 
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のなかで最大の 影響を被ると 考えられたものは。 産業 

企業 (induslrialente,p,ise) に体ならなかった・ 賃金 

労働者ならば 物価の下落した 不況期には，かえって ， 

賃金がもとのままであ れば，購買力を 高めることが 出 

来るしかりに 貯蓄の備えがなくとも 公衆の慈善で 救 

助を受けられるであ ろう．だが産業企業はそ う はゆか 

な い ・ 産業企業は売上げが 落ち，物価の 低落した不況 

期に，好況期に 事業拡張のために 借入れた資金を 返済 

しなければならず ，営業を続行しょうとすれば ，今ま 

で通りの賃金水準で 労働者を雇用しなければならない 

から。 利益を得ることなく。 損失さえ被ることになる 

からであ る 4f6)     
われわれは上記の コ ナントの説明のなかに ，前節で 

確認しておいたかの「行き 詰り」の現実的背景を 認め 

るであ ろう， 

こうして コ ナントは。 恐慌期の銀行制度の 役割に注 

目し バ ジョットの立場 ( 産業企業にとっての 救済者 

としての銀行制度の 立場 ) に立つのであ った 仰     

ここで コ ナントに対するリビンバストンの 評価を・引 

用しておくことは 意味のあ ることだろう． 

「 彼 ( コ ナントー欄井 ) にとっては， バ 、 ジョット， 

ウェルズ， ホワイトにとってと 同様に， 周期的 恐ャ 荒は ， 

それらが「比較的弱小の 企業』   すなわち『冒険 

家』， 『限界状況の 生産者』， そして『投機家」   を 

市場システムから 駆逐するかぎりで 望ましいものであ 

った・ この諸過程は ，比較的大規模で 上ヒ 較 的責任能力 

のあ る諸企業を経済全体のなかで 正当化するものであ 

った・ ・…‥しかるに 経済活動の完全な 崩壊は。 社会制   

度の安定が労働の 不断の雇用に 基礎づけられていると 

いう理由で容認さるべきものではない． その上， もし 

全般的な物価低落によって ， 歴とした企業に 投資され 

た 資本が，投機目 り 企業や非生塵的諸企業に 投下された 

資本と同程度に 減価されることが 容認されるならば． 

近代的諸恐慌の 効果は国民所得の 再分配につながって   
ま し ぅ だろう」． 「だから． 経済恐慌 期に 『最高帳 

度まで貸出」すという 諸銀行の義務は ， たんに貸出を 

受ける資格を 有する顧客に 付する義務以上のものであ 

った・それは ，不平等な所得配分と 私的投資に立脚し 

大規模な資本蓄積によって 特徴づけられている 社会制 

度に対する義務でもあ った・要するに・ コ ナントは。 

先立つ バ ジョット， やがて来るケインズと 同様，銀行 

制度に対して ，恐慌 期 に総有効需要を 維持することで 

資本そのもの 代理人として 機能することを 期待したの 

的 背景 ( 上 Ⅰ ( 欄井 敏朗 ) 佗 51@  43 

であ った」。 8     

B. 19 世紀末貨幣，信用制度改革を 支えた「意識」の 

変化 

1893 年恐慌は。 それがもたらした 銀行恐慌の深甚さ 

とこれによって 加速された深刻な 不況の影響で ，本位 

貨を見直そうとする 動きとそれを 阻止しょうとする 動 

きの正面衝突を 呼び起こし アメリカを激しい 社会的 

混乱の時代に 陥れた． ポピュリズムの 時代がこれであ 

る． 

リビンバストンは ， この激動の時代を ，上述して 来 

た よ う にアメリカ資本主義の 構造変革の時代と 捉え， 

両者の対立 - の歴史的意味を 問うたのであ る． 

リビンバストンは ， ポピュリズムこそ ，建国以来合 

衆国で保持されて 来た伝統的価値観 ( 「共和主義の 原 

則」 ) を擁護しようとした 最後の運動であ ったこと， 

そして 1896 年大統領選挙における 共和党 ( 金本位制支 

持派 ) マッキンリ一の 勝利とその帰結 (1900 年の金本 

仕 法の制定 ) こそ， この「共和主義の 原則」を公然と 

否定し アメリカ資本主義の「競争的・ 企業者的資本 

主義」から「法人資本主義」への 移行を決定づけた 最 

も 重要な社会的・ 経済的・政治的出来事だと 意義づけ 

たのであ る． 

ここで「社会的」とは ， リビンバストンによって． 

「民出」の社会的意識の 急、 速な変化，つまり「Ⅰ 云統的 

価値観」の衰退と 巨大法人企業容認の 新しい価値観の 

  一般化の達成と 理解され， 「経済的」とは ， いわゆる 

巨大法人企業が 生産額の面でも 労働者の雇用数の 面で 

も国民経済において 圧倒的重要性をもつに 至ったこと 

と理解され， 「政治的」とは ， かかる巨大法人企業の 

ための政策が ，連邦政府の 基本的経済政策として 前面 

的に打ち出されるようになったことと 理解されている   

このように述べてくれば ，読者は， この時期この 

「移行」がきわめてスムーズに 進展したかのように 思 

われるかも知れない・ しかし，すべての 構造変革がそ 

うであ るよ う に。 現実は決してそんなに 生易いもので 

はなかった． 

リビンバストンの 研究の研究史上の 意義は， これま 

で殆ど顧みられることのなかった 次の新しい史実を 提 

示したこと，そして ，この「移行」の 現実の過程がき 

わめて難しかったことを 浮き上がらせたところにあ る   

第 1 は・ Co0inn,s Fiin7 ロ n@cidl 及 ん 援の役割に注目した 

ことであ る・ 第 2 は， このコインの 活動に刺激されて 
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起 こった改革派の 推進した「民出」の 教化運動を浮き 

上がらせたことであ る． 

ところで Cn 肋ち刀囮れ cizaSchoo1 とは何か， これは， 

リビンバストンによれば ， 1894 年にシカゴで 出版され， 

「西部」および「南部」できわめて 人気を博して 愛読 

された， ウィリアム・コイン・ハーヴェイ (WilIiam 

㏄ 肋 Harvey) 編集の「自由 銀 」擁護の小冊子のこと 

であ る． 本文 140 ぺ ー ジに付録までついて 僅か 25 セン 

トの廉価で，新聞の 売店や列車のなかで 手軽に販売さ 

れたパンフレットであ ったが， 内容は貨幣史や 貨幣 理 

論の基礎的講述に 充てられているだけではない．貨幣 

あ るいは信用問題関係の 事件について ，詳細な解説記 
事をも含んでいたものであ った． 49) 

ところで CooinS Fiy 抑抑 ncia/ ふ楠 nl は「民出」に 何を 

訴えようとしたのか．   それはつぎの 事実であ った 

とリビンバストンはいう．すなわち ，現在合衆国で 進 

行中の富の集中， したがってまた 所得と財産の 往年の 

自由土地所有から 資本家への移転や ，農村から都市へ 

の移転は，貨幣の 供給が増大し 価格の回復が 見られ 

たら， - 度に停止し事態は 完全に逆転してしまうだ 

ろうという事実そのものであ る． 

ここには 1873 年の銀の廃貨 (An  aCt  reviSing  and 

amending  the  laws  relative  to  the  ㎡ nts,  assay- 

o Ⅲ ces, and  c0inage  ofthe  United  States, Sec. 14, and 

SeC. l5) 50) こそが，近年の 物価低落， したがってま 

た所得と財産の 農村から都市への 移転の原因であ った 

という認識が 根底におかれており ， この動きを阻止す 

る方法として「 銀 」の自由鋳造擁護が 調われていたの 

であ った． そればかりではない． Co 肋 k H/za ク @c/ai 

ふ ho 別にとってはこの 措置は， 政府紙幣の供給を 増 

大させるほんの 第一歩に過ぎなかったということであ 
る 甜 ． 

このように述べてくると 読者は直ちに ， COo ㎞Ⅰ 

F 楓及 。 ial Schoo1 の論調のなかに ， 「貨幣数量説」の 

景 j 響が言舐められることにお 気付きになられるであ ろう   

しかしその精髄は ， リビンバストンが 適切にも評価 

しているように ， 「エドワード・ケロッバとへン 

@ ノー・・ C . ケアリ一によって 最初に作曲されたかの 主 

題 に基づいて新たに 作曲され直された ，最後の包括的 

で興味を唆られる 変奏曲であ った」。 2' ということで 

あ った． 

改めて述べるまでもな い ． ケロッバ (Edward 

Kellogg) もケアリー (Henry C. Carey) も 「再建 

期 」に活躍したすぐれた 経済学者で，両者の 存立基盤， 

したがってまた 方向性は著しく 異なってはいたが ， い 

ずれも，生産する「民出」のために ・ ・・・・・・・・・ 低利の投資「 資 

金 」を豊富に提供することを 主張し 緑 首紙幣の早期 

回収に反対した 人たちであ った， 3). 

いずれにもせよ ， リビンバストンは ， これまで研究 

史上殆ど顧みられることのなかったこの 小冊子 Coo 血 Ⅰ 
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 論が 1890 年代半ばにおいてどのような 形で社会的機能 

をはたしていたかを 論じたのであ った， 読者はこの 貨 

幣 ，信用理論こそ「企業革新者」によって 克服される 

べき「伝統的貨幣理論」であ ったことに思い 至るであ 

ろう． 

続いてリビンバストンは ， その後 1896 年の大統領選 

挙から 1900 年の金本位法制定までに ， この ょ うな「 民 

衆 」の根強い反対意識がどのようにして 急速に変化し 

ていったのかという 興味ぶかい問題に 研究を集中した 

のであ る． これは「企業革新者」による「民出」に 対 

する情報宣伝活動を 通してであ った． 「企業改革者」 

たちは， C,o 肋ち Fii れの ㎡ 刀臣ん 001 の用いたと全く 同じ 

方法で自分たちの 情報宣伝活動を 推進していった． 

「改革」の必要性， 「改革」の方法， そして「改革」に 

よってもたらされる 社会経済的効果   これらの事柄 
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 この運動を主導としたのは・ リビンバストンによれ 

ば， この時期「アセット 通貨」の発行を 提唱していた 

ニューヨーク 通貨改革クラブであ った ' 。 '. 

この運動は奉勅した 5". 貨幣，信用制度改革派の 指 

導者は， 1896 年選挙が近づくにつれて ，当時民主党が 

ブライアンを 盛り立てて銀本位制支持に 大きく傾斜し 

たこと，そしてまた 金本位制を擁護する 文献が正規の 

共和党機関から 配布されてくる 見通しが少なかったこ 

とから， この方法を積極的に 用いて情報宣伝活動に 努 

めていった． そして，地方の 日刊紙と大衆を ， これま 

で依存性の強かった 政党や地方のエリートの 影響力か 

ら引きはなしていったのであ った 5f,. 

こうした堅実な 努力は， 1895 年のうちに，セクショ 

ンのちがい，年齢の 相違，業種差を 超えて金本位制 擁 
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この運動を通して「中西部」の 賃金労働者，中産階 連 で取扱われておらず 不十分であ ること，第 3 は ，   
級 。 土地所有農民は ，急速に新しい 理念のもとに 結集 

されていった． 金本位制擁護派はおしなべて ， 「 銀 」 

の自由鋳造によって 惹き 起こされるインフレーション 

が実質賃金を 引き下げると 訴え続けたのであ った⑧． 

「企業革新者」たちはアメリカ 社会を定義し 直す 新 

しい方法を探り 当てていた．かれらは 産業労働者の 階   
級 としての永続化と ，都市の新中間層の 存在をはっき 

りと認識していたばかりではなかった． これら新興利 

害集団の登場してくる 新しい都市的，工業的『界をこ 
  

と 細かに説明し これをもって 現代アメリカ 社会が 

どんな社会かを 判断する適切なヴィジョンを 提示しよ 

うとした㏄． かれらは合衆国の 銀本位制確立はイン 

フレーションと 経済不安を惹 き 起こすだけだと 論じ， 

その結果到来し 趺 属するものが ，賭博 師ど 投機 師 ， 

そして貨幣用金の 供給を一手に 掌握し，商品と 労働に 

対する支配権 を握ろうとする 銀行家だけだ と 説得した 

のであ った "). 

さてわれわれはここでやっと。 19 世紀末貨幣，信用 

制度改革のⅠつの 到達点ともいうべき 金本位法制定の 

歴史的意義を 考察する論理的段階に 到達した．続篇に 

おいてこれを 正面から取扱い ， 引 続き連邦 ; 掛荒 法制定 

までの動向を 展望してゆくことにしたい． 

王
 
，
 /
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(A. D. Chandler,J 「・ andRichard S.TedIow, ed., 
T わ e  Co 笏肋 9  o/  Ma れ ag ど riaf  Ca 戸プ倣左 5%,  Home- 

wood, I11., 1985)  を 参且琶   

g)  A.D. Chandle,,J,. Th,  Ⅱ，あ ん H""d,Pt.V  ( 『経 

営者の時代 ]  下 ， pp.661 円 27)  を蓼沼・ 

10)  A  .  D.  Chandle,,  J,.  and  He,man  Daems,  eds., 
， M"""g,ri"z  H ル mr 血 i 。 ，， Com タ "m ぉ ㏄ R,,,p 。 。 - 

ゎ 比 ， 0"  z ん ， R  i,e  ヴ Mod,rn  f"d",fri"/  Em タ ir 。 ， 

Camb,idge,  Mas,.  1980;  A  .  D.  Chandle,,  J,., 

"The Emergence of Managerial Capitalism", 
Busincss Hisfory Rev,i 。 w, 58, Winter l984 ( 柄井 

敏朗・笹田京子・ 朝倉 文 女共訳「経営者資本主義 
の成立」 ( 『国際経営資料翻訳叢書 No.11, 横浜 

国立大学経営学部研究資料室， 1986 年 ) を参照． 

11) Matthew Josephson, The Robber Ba の ns: The 
Gr8%  A れ e,nica れ Cad が 劫 lis ぬ ，Ⅰ 86 Ⅱ 79%,  New 

York  l934. ここで取上げられているのは ， ジェ 

イ ・クック (Jay  Cooke),  、 ジェイ・ グールド   
(Jay  Gould),  アンドゥルー・カーネギー 
(Andrew  Carnegje),  J  .  P  .  モルガン (John 

Pierpont@ Morgan) ， @ ジ 、 ン   D , ロックフエ 
ラ ー (JohnD. RockefelIer) などであ る． 

12) A . D . チャンドラⅠ J,. 等によって評価され 

た 19 世紀 -20 世紀文 の アメリカ資本主義は ， これ 

まで「金融資本主義の 成立」として 理解されてい 

たこの時代の 資本正義 を ，巨大企業の 設立と発展 
の観点から捉え 直したものであ った． それは出資 

者の優位の否定，専門的経営者の 卓抜した管理能 
力に対する賛辞であ った・例えば。 A.D.Chand- 
ler,  J 「・， "The  Beginning  of  。 Big  Business,  ㎞ 

Amerjcan  Industry",  Business  HiSfory  化 し   te 辺 ， 

33/1,  Spring  l959,  pp.  l 円 l;  Joseph  Litterer, 
"Systematic@ Management:@ The@ Search@ for@order 
and  In Ⅰ egratlon", B ぴ ⅠⅠれそⅠ 苫 ⅠⅠ こ Ⅰ サ or ノ R ピリ ア ピ辺 ， 35/4, 

Winterl961,pp.461 一 76,  を参照   

13) EdwardAtkinson, T んそ Ⅰ れみゐケ伍 7 月 用ピ托 <;s 包 Ⅰ 妨ピ 

Nation ， New@ York@ 1889;@ David@ Wells ， Recent 

Economic@ Changes ， New@ York@ 1889;@ Jere Ⅲ     ah 

Jenks,"TheEcono ㎞ coutlook", Dial, 10, 1890. 
14)  これは著名な 連邦上院議員ネルソン・ W  . オール 

ドリッチ (Nelson  W. Ⅲ drich) を委員長とする 上 

院財政委員会の『報告書』 (52d  Cone. l,tS 。 ，，「 

Senate  Report  no.  986  (Washington,  1892),  3 

vols づ であ る   

15)  P.K.  Edwards,  Stni ム kl.es  肋 Ⅰ ん e  ひ刀ゲヵピイ St ク Ⅰ ぬ， 

1881-1974 ， New@ York@ 1981;@ DaVd@ Montgom ・ 

ery,  l 材 nm 姥 rs, COo 九 %Z,  肋 A 祐 en た仏 New  York 

1979;@ ditto ， "Workers@ Control@ of@ Machine@ Pro ・ 

duchon  in  the  lgth  Century",  Ⅰ 刀み 。 ⅠⅠⅠ i5zor ノ， 

17/4 ， F3l 1976 ， pp ・ 485-509     Htto ， "Strikes i   

Ni   eteenth ， Century@ America" ， Social@ Science 

History ， 4 ， 1980 ， pp ， 81-104;@ Herbert@ Gutman ， 

"Workers ， Search@for@Power" ， in@H ・ Wayne@Mor- 

gan ， ed ，， T@e@ Guilded@ Age ， rev ・ ed ，， Syracuse ， 

N.Y  .,  1970; ditto,"Class,  Status, and  Community 

Power  in  Nineteenlh  Century  American  Cities 
  Paterson ， New Jersy: A Case Study" ， in F   

C. Jaher, ed.,  T ん召 Agee  o/  Ⅰ れメぴ Jtri ク lis Ⅲ 肋力笏ゼ た 

ica ， New@ York@ 1968;@ ditto ， Work ， Culture ， and   

ぶ octet ノ荻 Ⅰ 刀みゐケわ liz 肋ど Amze ㎡㏄， New  York 

Ⅰ 976;  Melvyn  Dubofsky,  Ⅰ 川乏ブは s 亡 Ⅰ 劫 Ⅰアド別りれイブⅠ 乃 c 

，み % ピ n   Ⅰ 乙 れ てⅤ ci グゐゼ r,,  7865-- Ⅰ とア 20 ， Arlinglon 

Hejghts, I1l. 1975; ditto, "The  OriginsofWestern 
Working  Class  Radicalism,  Ⅰ 890 一正 950",  ムほあ or 

H  i ド Ⅰ nr ノ ， 7 ノ 2,Spring  Ⅰ 966,pp. Ⅰ 3 Ⅰ --54; Irwin  Yel- 

lowltz, "Skllled  Workers  and  Mechnlzatlon: The 
Laste て s  in  the  l890s",  Ⅰ ，召み 0 Ⅰ 正 イソ㏄ or ノ ， 18/2, 

spring@ 1977 ， pp ・ 197-213;@ Robert@ozanne ， A@Cen   

加りり Ⅰエ刀 み n Ⅰ Mla は れ口 e9% ゼ屯 Re ぬ tio だ at  MCcCoo 戸 

mi 。 々  "" メ f"z,r"az/o" 援 H"r 。 ， 。 ， z 。 ， ， Madison  1967; 

John@ Fitch ， The@ Steel@ Workers ， New@ York@ 1911; 

Robe で t Hoxie, S Ⅰ z.e 抑れボたノ W し れ 乙 rg ヒ川 ピ後 Ⅰ 召 れみⅠ 沼ゐ or, 

New  York  Ⅰ g15;  Daniel  Nelson,  l 材 。 Ⅰを 8%  d れ メ 

弗な乙戸 ag 召匂 Ⅰ ss.. 0 ⅠⅠ   ど 7 れ s0 ⅠⅠ んビハセ W Ra む ⅠⅠ @orv  5 ノド Ⅰ 6%  正れ 

Ⅰ 乃ゼむ Innite 』 ぢ 甘は ヤ ⅠⅠ 88 か Ⅰ 920 ， Madison, Wiscon- 

sin  1975; Leon  Fink,  WO  o Ⅰ あ ブ れど 用 。 乃公 De 用 oc Ⅰ し く ノ ， 

Urbana,  I11.  1983;  Michae@  J.  C.assity,  "Mod- 

ernization and Social Crisis: The Knights of 
Labor@ and@ a@ Midwest@ Community ， 1885-86" ， 

Joo は Ⅰ 旭 I  of  A  緩 erican  H ㎞ n ひ ， 66,  1979,  戸戸   

41-61. 
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16)  Rendig  Fels,  A 用 6 戸 た臼れ Busi れの s  C が ル，， Ⅰ S65 一 

1897 ， New@ York@ 1959 ， esp ・ chaps ・ 6-9@     Jeffrey 

G.  Wllllamson,  L は fe- 入 ' け nez ゼゼ月 Ⅰ A  C6 れⅠ ぱ / ツ A  アナ m6 ア穏 

た はれ D そて・   M 。 戸別Ⅰ 竣 f, NeW  York  l974, chap. 5; Clar- 

ence D. Lone, Ⅱ 伍 ge Ⅰなれど E は Ⅰ後 7 れ ど s i れとん e  L り エヤ ゴ 

Sr は z 。 s,  J86 ひ -J890 ， Princeton  1960;  Sidne), ， 

Weintraub, A Ⅱ A 戸戸Ⅰ 0 は Ⅰ ん z0  f 力 e  T 乃 eor ソ 0/  Ⅰ 71- 
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19)  乃 id,,p.40. 
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リ 一の前出諸文献   注 16)  参照   に負ったも 

のであ る． また， Da ㎡ d  M. Gordon, Richard  Ed- 

wards, and  Michael Reich, Se ぎ別 ented WOork, Di- 

v.id ピみ Wom 姥 rs: T 乃 ・ e  HfistoricaZ Tn ㎎が nr 川は tio 抑げ 

Laborin fhe  Unnffed  Stafes, New  York  l982,  も 

参照． 
22)  Livingston, op. cit.,pp.41 円 2. 

23) fb ぬ   ， p.42. 

24) rb 材   ， pp.44 円 5. 
25)  Ib;d,,p.45. 
26)  「シャーマン 法」については ，志村嘉一「アメリ 

カ独占の発展と 独占政策の展開」平和経済計画会 

議編 「 1977 年版国民の独占白書   独占政策の展 
開と独禁法改定問題   』， 御茶の水書房， 1977 
年， pp.31 円 4,  とくに pp.31-39, を参照・ 

27)  U.S. Industrial Com ㎡ ssion, F,rpU;m,ina り Repor-t 
o"  Tr ぴ st  and  In,dusr,rial COombinafions,  vol.  1, 

Washington@ 1900 ， pp ， 971-75   

28)  Ⅱ㎡ nesIon, op. ㎡ ム ， pp. 52 一 53. リビ、 ノ グストンが 
ここで議論の 対象とした文献は・ 次のものであ る   

A. D. Chandlcer ,J 「・， ViSi&le Haa,,d  ( 『 ポ蚤 富者の時 
fU@ -h ， Ⅰ   ;ditto ， "The@ Rise@ of@ 。 Big@ Business   

in@ American@ Industry";@ ditto ， "The@ Large@ Indust- 
rial@ Corporation@ and@ the@ Making@ of@ Modern 

American@ Society"@ ， in@ Stephen@ E ・ Ambrose ， ed ・ ， 

Ⅰ 托 sfit は tio/ns  ァ抑 7 丁Ⅰ 0 みピ Ⅰ れ A 卸そアゴⅠ ば ， New  Y  ork  l967, 

pp ・ 71-101;@ Louis@ Galambos ， "The@ Emerging 

Organizational@ Synthesis@ in@ Modern@ American 

Hstory" ， Business@ History@ Review ， 44/3 ， Au- 
tumn  l970 ， pp. 279 ヨ 0 ・ 団 enn  PorIer,  The  R  ise 

of  Big  Business, J86%  JgI0.New  York  l973. 

29 ⅠⅡ Vlngslon,oP. cit.,pp.5 ナ 55. 
30@  ここでリビンバストンの 掲げている統計数字を 引 

用しておこう．① 1891-92 年には 1 千万ドル以上 

の資本金を備えた 産業法人企業 Ⅱ ndustrial 
corporalion/  はまだきわめて 稀であ った・ しか 

し 1902 年には， 同規模の企業は 約 100 社にも 達 

した．② 1887 年 1  月から 1897 年 12 月までの 11 年間 
に合併によって 形成された産業法人企業の 資本金 

総額は， 3 億 2800 万ドルであ ったが，続く 1898 年 

1 月から 1903 年 12 月までの 6 年間には，形成され 

た産業法人企業の 資本金は約 50 億ドルにも達した   

③ 1899 年には全製造企業のうち 僅か 13.6% だけが 

法人企業 (corporatedcompanies) にすぎなかっ 
たが， これらの企業の 雇用した賃金労働者は ，全 

製造業部門で 65% を占めた． しかし④ 1905 年頃 
には全製造業のうち 23.6% の企業が法人企業形態 

をとっており ， 同部門の資本金総額の 82.8%, 賃 

全労働者の 70.6%, 生産された付加価値の 70% 。 以 

上を占めるに 至った．⑤ 1905 年 100 万ドル以上の 

生産物価値を 産出する法人企業は ， 全製造企業の 

うち 1 % 未満を占めるにすぎなかったが ，全製造 

業部門の資本金総額の 1/3 以上， 雇用された賃 

金労働者総数の 1/4 以上を占めた．⑥ 1909 年に 

は ， 全製造業部門の 全企業の 4.8% が法人企業形 

態をとるに至ったが ， これだけの企業で 製造業部 

門で雇用される 全賃金労働者の 62.2% を雇用する 
ようになっていた． また同年法人企業形態をとっ 

た全産業企業のうち ， 最大 100 社が総資産額の 

25% を占めるまでになった・ LiVrnesIon, op, c 仮 

pp. 56  コー 「 0/ 7   

31)@ Ibid ， ， pp ・ 57-61   

32)  Ⅰ みプ Ⅰ， pp. 59 一 60   

33)  Ⅰ あ ゴメ ， pp.59 一 61   

34)@ Ibid ， ， pp ・ 61-62   

35)@ Ibid ・ ,@pp ・ 62 

36)  767d,p.62 
3 ㈱ Ⅰ 坊 d, pp. 6 ナ 66. 
38)  Ⅱ 而 ngston, i 仇 d 。 p.72,  を参照・なおリビンバス 

トンが参照しているのは ， 次の文献であ る． 

， A    A. Y0ung, "Ana レ sis  of Banking  Statistics  of 

the  U.S.",  Re て ・ ieW  が Eco 月 。 川た鰯血 Jf た 5,  6/4, 

Oct ・ 1924 ， pp ， 284-296; Charles A ・ Conant ， A 
Hi 珪 0 り， 0/  , ル 70 み er 戸 Ba れ々 s  o/  Ⅰ 5ae,  6th  ed.,  NeW 

York@ 1927 ， pp ・ 682-684;@ A ・ D ・ Noyes@"The@Banks 

and  the  Panic  of  1893", Pnl わ たばⅠ S Ⅰ プビ戸 ㏄ Q はク Ⅰ 

tery ， 9 ， 1894 ， pp ・ 12-30   

39) Livineslon, ゆ ・ cit., pp. 72, 79. この「証書」は 手 

形交換所加盟銀行保有の 短期資産および 譲渡性証 

券を担保として 受け取って，その 代りに手形交換 
所によって発行された 支払保証付きの 草合法的紙 
幣 (quasi-legal noIe) であ った・ 189.@ 年 恐慌 期 に 

発行された手形交換所貸付証書の 効果については ， 

Ibid.,pp.78 円り， を蓼沼・ 
40@  Ibid.,p.84. 
41 Ⅰ Ibid,,p.84. 
42 Ⅰ Ibid,, pp.73 づ 3. ここで， この時期， 同様に貨幣， 

信用制度の改革運動を 指導した． シカゴ大字の 

J  .  L  . ラフリン (J.L.Lauehlin)  やハーバード 

大学の (.) . M . W . スプレイバ @ ． MI.W,   
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Sprague) でなくて。 コ ナント， ノイズ，ホワイ 

ト といったジャーナリスト ， または銀行実務家が 
選ばれていることに 注意されたい． コ ナントは ， 

この時代アメリカ 最大の商業 誌 『ジャーナル・オ 

ブ・コマス』 (NewvYorkJoour れ援 。 Ⅰ Co0 州別 ercce) 
の編集者であ った．後述する よう にインディアナ 

ポリス貨幣会議の 仕事に揺った 後，陸軍大臣の 要 
請でブイ リピンに赴き ，同地の金本位制と 近代的 

通貨制度の導入を 指導した． またセオドア・ロー 
ズヴェルト大統領によって ， メキシコ及び 中国の 

金本位制の可能性について 研究するため 1903 年に 

設置された国際為替委員会 (commission on in- 

te,n"tional 。 Xchang 。 ) の委員に任命され 活躍し 
た ・ f み id.  p.  160  の 他 ， E ㎡ ly  S,  Rosenberg, 

U@Foundati   ns@ of@ U Ⅰ     tes@ State@ Inernati   n2@   Fj   an   

cial@ Power:@ Gold@ Standard@ Diplomacy ， 

1900 一 1905",  B は si 後召しⅠ ⅠⅠⅡ 鮭 or ノ 人ピ z 。 i ヒ磁 ， 59/2, 

Summer  l985,pp. 169 一 202,  を参照   

ホワイトはニューヨーク 『イヴニンバ・ポス 

トコ紙の編集者であ った・ その著作には ， 

Ho,ace  Whjte, Mon り &,,d  鹿れ A/,,g, New  York 

1895,  があ る． 

ノイズは銀行実務家であ った．主著に ， A. D. 
Noyes,  E 。 れソ y 。 a,$  が A 用 eri ㏄ れ Fi れ a,I ㏄， New 

York  lg0g; d ㎞ o, "The  Banks  and  the  Panic  of 

1893", 月 oZifi, ぱ Z S 。 /e は e  QMarf,r ノ ， 9, 1894; d ㎞ o 。 

"A  Year  after  the  Panic  of  l907",  QMrf ぴか 

JOou 卸 ㎡ Of  Ec0 れ om  ゎ s,  23/2,  Feb.  1909,  pp. 

185 一 21%  d ㎞ o,  H ㎏。 り @1 ダ妨 。 八も れ o れ dl ポ僻 nk 
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害 者や質問者の 氏名も完全に 記録されていたので ， 
読者は読み進むうちに 自分も論争に 参加している 

気分になれたという． 質問に参加している 者のな 
かに， リーマン・ゲイ ジ (Lyman Gage) や J . 

ローレンス・ラフリンも 含まれていた． William 
Coin Harvey, COoi れ S Fy;nancia7 品 hoo1, 1894, ed. 

by  R.  Hofstadter,  Harvard  U.P.,  Cambridge, 
Mass. 1963,  を参照． 

50)  A.T.  Huntlngton,  compl.,  丘辺 s  0/  妨 e  ひれゲヤイ 

S ぬ比 ， s COo れ ce Ⅰれ力Ⅰ 9,  ノイ。 れそノ ， ちク れん 荻 9,  ほれ イム。 乙れド ， 

フ 778 一ノ 909, Washington  Ⅰ g10 ， pp. 534 一 535. 

5l)  Livingston,o ク Ⅰ it.,pp,g1 一 92. 

52)  乃ぬ ， p.g2. 

53)  差し当り ， R 。 b 。 ， tP.Sh 、 ， k 。 y, M ㎝ り ， C 肋 ， s" 材 
R" 「 ウ :A"  及 onom  わ ⑧ 磁ノヴ Ci,,il  W ぴ " 材 Re- 
。 0",trM 。 tt 。 ",  B 、 ltimore  l967  ( 柄井敏朗 訳 『貨 

幣・階級および 政党』多賀出版， 1988 年 )  を参照． 

また， 柄 井敏朗「アメリカ 資本主義とロンドン 金 

融 市場」 ( 下 ¥ f 横浜経営研究』 XII/l, 1991 年， 
とくに 59-61 頁， を参照． 

54) ニューヨーク 通貨改革クラブがいつ 結成されたか 

は， リビンバストンの 著作からは窺い 知れない． 

ただ次の性格をもっていたことだけは 判る． 第 1   

全国商工運輸協議会 (National Board ofTrade 
and Transportation) とともに， この時期の通貨 

改革運動を推進したこと・ 第 2, 同クラブの通貨 
委員会の委員長をつとめたチャールズ・ S . フェ 

アチャイルド (CharlesS.Fairchild) は ， 2 つの 

鉄道会社の経営者または 取締役であ ったばかりか ， 

ニューヨーク 証券・信託会社 (NewYorkSecur- 
ity&TrustCompany) の会長であ った人物で， 
それ以前は，ボストンのリー・ ヒギソン & カンパ 

ニ一のパートナ 一であ ったこと．第 3. 1894 年 10 

月初旬，フェアチャイルドの 名で同クラブの 構成 

員及び支持者死に ， 同クラブの当面の 活動目標を 

窺い知ることの 出来る通貨改革の 必要性，方向性 
を 示す書状が発送されたこ i ，， Livingston ， op ， 
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